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「第二次再犯防止推進計画 日野・多摩・稲城 ３市共通理念」  

 

 

 

 

１ 策定の背景 

国の刑法犯検挙者中の刑法犯再犯者数は、2007 年（平成 19 年）以降、毎年減少してお

り、2022 年（令和 4 年）は 8 万 1,183 人でした。検挙者に占める再犯者の割合（再犯者

率）については、初犯者数が大幅に減少していることもあり、年々増加を続け、2020 年（令和

2 年）には 49.1％となりましたが、2021 年（令和 3 年）以降は減少に転じ、2022 年（令和

4 年）には 47.9％となりました（「令和５年度版 再犯防止推進白書」より）。 

日野市・多摩市・稲城市（以下、3 市）においては、再犯者数は 2018 年（平成 30 年）の

197 人から減少を続け、2022 年（令和 4 年）には 146 人となりましたが、初犯者数も減少

しているため 2022 年（令和 4 年）の再犯者率は４５ .8％と刑法犯検挙者数の約半数は再犯

者という状態にあります。このような再犯の傾向は第一次 3 市共通理念を策定した令和 3 年

時点においても同様であり、再犯防止推進に向けた継続的な取り組みが必要です。 

2023 年（令和 5 年）3 月に国の第二次再犯防止推進計画（以下、国計画）が閣議決定さ

れ、2024 年（令和 6 年）3 月には東京都が第二次東京都再犯防止推進計画（以下、都計画）

を策定し、両計画では国、地方公共団体、民間協力者等の連携がより一層求められています。  

3 市においても、本共通理念に基づき、国計画、都計画をふまえた第二次再犯防止推進計

画を策定し、さらなる安全で安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

 

２ ３市共通理念の目的 

本共通理念は、社会的に弱い立場の人々を含む全ての人を地域社会全体で包み支え合うソ

ーシャルインクルージョンの考え方のもと、犯罪をした者等が円滑に地域社会に復帰すること

ができるよう、取組の方向性を示すものです。 

なお、３市がこれまで「日野・多摩・稲城地区保護司会」や「日野・多摩・稲城地区更生保護

女性会」等と連携して再犯防止活動に取り組んできた経緯を踏まえ、３市を一つの地域として

共通の課題を抽出するとともに、再犯防止の推進に向けた３市共通の基本方針と取組の枠組

みを定めます。 

  

第１章 基本的な考え方 
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３ ３市共通理念の位置付け 

本共通理念の内容に基づき、３市がそれぞれの実情に合わせて再犯の防止を推進する取組

を総合的に進めるための個別計画（再犯防止推進法第８条第１項に定める地方再犯防止推進

計画）を策定します。 

 

 

 

 

１ 再犯防止等を取り巻く 3 市の状況と課題 

(1)刑法犯再犯者検挙人員及び再犯率（刑法犯検挙人員のうち再犯者の割合）※ 

3 市における再犯者数については、2019 年（令和元年）から 2022 年（令和 4 年）にかけ

て、3 市合わせて 50 人近く減少しており、再犯防止施策の効果が表れています。しかしなが

ら、再犯者率をみると、令和元年時点から大きな変化はなく、警視庁や全国の再犯者率を若干

下回っているものの、全体の半数近くが再犯者という状況であり、引き続き再犯防止施策を推

進していくことが求められます。 

 

 

  

  

平成 30 年  令和元年  令和 2 年  令和 3 年  令和 4 年  

再犯者数  

（人）  

再犯者率  

（％）  

再犯者数  

（人）  

再犯者率  

（％）  

再犯者数  

（人）  

再犯者率  

（％）  

再犯者数  

（人）  

再犯者率  

（％）  

再犯者数  

（人）  

再犯者率  

（％）  

日野警察署  87 44.6 75 46.9 73 55.7 59 48.8 64 45.7 

多摩中央警察署  110 48.0 119 46.3 96 46.4 95 50.5 82 45.8 

警視庁  12,573 49.5 11,320 50.8 10,618 50.7 9,809 51.4 9,658 51.0 

全国  92,023 50.5 86,952 50.5 83,384 50.6 79,809 50.0 76,250 49.5 

※少年の検挙人員を含まない  ※多摩中央警察署は多摩市と稲城市を管轄  
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第２章 共通理念 

 

刑法犯再犯者検挙人員及び再犯者率の推移（法務省矯正局東京矯正管区提供）  
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(２) 刑法犯年齢別検挙人員の動向（令和４年・単位：人）  

年齢別検挙人員の特徴として、全国では高齢化の影響もあり６５歳以上の割合が高く、また

警視庁においては若年層の検挙人員が多く２０代から３０代の割合が高くなっています。３市

の年齢別検挙人員では、２０代と６５歳以上の割合が高くなっており、若年層と高齢者に対す

る具体的なアプローチが必要となっています。 

 

警察署別刑法犯年齢別検挙人員割合（法務省矯正局東京矯正管区提供）  

 20~29 歳  30~39 歳  40~49 歳  50~５９歳  ６0~６４歳  65 歳以上  

日野警察署 

 

３５ 

（25.0％） 

１６ 

（１１.４％） 

２３ 

（16.4%） 

２１ 

（15.0%） 

５ 

（3.6%） 

４０ 

（28.6%） 

多摩中央警

察署 

４５ 

（25.1%） 

２８ 

（15.6%） 

２５ 

（14.0%） 

２９ 

（16.2%） 

１２ 

（6.7%） 

４０ 

（22.3%） 

警視庁 

 

４,８３５ 

（25.５%） 

３,５６６ 

（18.８%） 

３,３３１ 

（17.6%） 

２,８５３ 

（15.１%） 

９６９ 

（5.1%） 

３,３７７ 

（17.8%） 

全国 

 

３０,２６５

（19.６%） 

２４,６００ 

（16.0%） 

２６,８２６ 

（17.4%） 

２４,２０７ 

（15.7%） 

８,９９１ 

（5.8%） 

39,１４４ 

（25.4%） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20～29歳

25.0%

30～39歳

11.4%

40～49歳

16.4%

50～59歳

15.0%

60～64歳

3.6%

65歳以上

28.6%

日野警察署

令和４年刑法犯年齢別

検挙人員比率

20～29歳

25.1%

30～39歳

15.6%

40～49歳

14.0%

50～59歳

16.2%

60～64歳

6.7%

65歳以上

22.3%

多摩中央警察署

令和４年刑法犯年齢別

検挙人員比率

20～29歳

25.5%

30～39歳

18.8%

40～49歳

17.6%

50～59歳

15.1%

60～64歳

5.1%

65歳以上

17.8%

警視庁

令和４年刑法犯年齢別

検挙人員比率
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(３)検挙人員の罪名別構成比（令和４年・単位：％） 

全年齢層と比べて、全高齢者では窃盗の割合が７割を超えています。特に、女性高齢者では

約９割が窃盗であり、万引きによる者の割合が約７割と顕著に高い特徴があります。 

また、少年層では、窃盗の割合がほぼ同一の約５割となっていますが、詐欺の割合が高齢者

と比較すると多くなっています。ＳＮＳで犯罪実行者を募集する手口による強盗事件等が増加

していることも背景として考えられます。 

（令和５年版犯罪白書より）  ※（  ）内は人員   ※「万引き」と「万引き以外の窃盗」をあわせて「窃盗」    単位：％  

 
万引き 

万引き以

外の窃盗  

傷害・ 

暴行 
横領 詐欺 その他 

全年齢層 （169,409 人） ２７．１  １９．７  2４．５ ５．５ 6.２ １７．０  

全高齢者 （39,144 人） ４９．３ １９．３  １５．０  5.０ 2.１ ９．２ 

うち男性高齢者 （26,855 人） ３９．１  2０．５ ２０．０ 6.０ 2.３ １２．０  

うち女性高齢者 （12,289 人） 7１．６ 16.７ 4.０ 2.8 1.８ ３．１ 

（令和４年の刑法犯に関する統計資料より）  

 万引き 万引き以

外の窃盗  

傷害 占有離脱

物横領  

詐欺 その他 

少年層（15,376 人）  22.1 27.9 10.2 7.7 5.3 ２６.8 

 

 

 

 

 

27.1%, 万引き

49.3%, 万引き

39.1%, 万引き

71.6%, 万引き

19.7%, 万引き以外の窃盗

19.3%, 万引き以外の窃盗

20.5%, 万引き以外の窃盗

16.7%, 万引き以外の窃盗

6.2%, 詐欺

2.1%, 詐欺

2.3%, 詐欺

1.8%, 詐欺

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全年齢層（169,409人）

全高齢者（39,144人)

男性高齢者（26,855人）

女性高齢者（12,289人）

万引き 万引き以外の窃盗 傷害・暴行 横領 詐欺 その他

22.1%, 万引き 27.9%, 万引き以外の窃盗 5.3%, 詐欺

0% 20% 40% 60% 80% 100%

少年層（15,376人）

万引き 万引き以外の窃盗 傷害 占有離脱物横領 詐欺 その他

※出典元の違いにより、罪名が一部異なる部分があります。 
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48.6%, 窃

盗犯

72.5%, 窃

盗犯

65.4%, 窃

盗犯

85.7%, 窃盗犯
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【日野警察署】令和4年刑法犯

高齢者の検挙人員の刑法犯名構成比（男女別）

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他

47.5%, 窃

盗犯

65.0%, 窃

盗犯

63.0%, 窃

盗犯

100.0%, 窃盗犯

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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全高齢者

男性高齢者

女性高齢者

【多摩中央警察署】令和4年刑法犯

高齢者の検挙人員の刑法犯名構成比（男女別）

凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他

 

＜参考①＞警察署別高齢者の検挙人員の刑法犯名構成比 （法務省矯正局東京矯正管区提供）  単位 :％  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

＜参考②＞検挙人員全体に占める 65 歳以上の割合と高齢化率の推移（単位：％）  

（令和４年警視庁の統計および令和４年版高齢社会白書より）  

 平成７年  平成 1７年 平成 2７年 令和３年  

検挙人員全体に占める 65 歳以上の割合  ３．９ １０．８  １９．９  ２３．５ 

高齢化率(65 歳以上人口の割合）  １４．６  ２０．２ ２６．６ ２８．９ 

 

＜参考③人口および高齢者人口の将来推計（令和 2 年を 100 とした場合の指数）＞ 

（国立社会保障・人口問題研究所「令和５年日本の地域別将来推計人口」および「日本の将来推計人口 (令和５年推

計，出生中位・死亡中位）」より） 

  令和７年  令和 12 年 令和 17 年  令和 22 年  令和２７年  

日野市 
総人口  10０．８ 10１．０ 10０．７ ９９．９ ９８．９ 

65 歳以上人口  1０２．２ １０７．０  1１５．５  1２５．５ 13０．７ 

多摩市 
総人口  9９．５ 9８．２ 9６．４ ９４．５ ９２．７ 

65 歳以上人口 1０２．７ 1０５．５ 11０．０ 1１６．１  1１８．８  

稲城市 
総人口  １０３．６  10５．７ 10７.２ 10８.２ 10８.７ 

65 歳以上人口 1０７．６ 1１７．７  1３１．９  1４７．１  15４．９ 

東京都 
総人口  10１．１ 102.１ １０２.９ 10３．３ 10３．１ 

65 歳以上人口  10１．３ １０６．０  11３.9 1２３.９ 1２９.７ 

全国 
総人口  ９７．７ ９５．２ ９２．５ ８９．４ ８６.3 

65 歳以上人口  １０１．４  １０２．６  １０４．７  １０９．５  １０７．９  
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(４)保護司の平均年齢 

保護司の平均年齢は３市とも高い水準で推移しています。こうした状況を踏まえつつ、保護

司などの更生保護を支えるボランティアの活動しやすい環境づくりについても検討していく必

要があります。 

令和５年版犯罪白書より※全国平均のみ  ※各年１月１日時点の値       単位：歳  

 平成３１年  

（令和元年）  
令和２年  令和３年 令和４年 令和５年  

日野市 64.1 65.3 65.0 64.9 65.3 

多摩市 64.3 63.3 62.7 64.4 64.3 

稲城市 67.4 66.9 ６８．６ 67.9 67.8 

東京都平均 63.8 63.7 ６３．４ 63.9 64.1 

全国平均 65.1 65.0 ６５．１  65.4 65.5 

 

(５)社会を明るくする運動の参加者数  

犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動である「社会を明るく

する運動」には、毎年多くの方に参加いただいています。再犯防止に向けた啓発事業として今

後も推進していくことが求められます。 

（法務省大臣官房秘書課提供  ※全国及び東京都のみ）   単位 :人  

 平成３１年  

（令和元年）  
令和２年  令和３年 令和４年 令和５年  

日野市 61 
新型コロナウイルス感染

防止のため実施せず 

85 87 

多摩市 298 39 183 

稲城市 452 １５０ ２８８  

東京都 318,432 35,164 72,950 106,036 
１５１，７３

０ 

全国 2,969,544 ５７７，０４７  867,395 1,284,167 1,398,782 
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２ 共通理念 

（１）基本方針 

 再犯防止推進法、これに基づく国及び東京都の再犯防止推進計画に掲げる基本方針

を踏まえ、以下の通り３市共通理念の基本方針を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）取組の枠組み 

上記基本方針に基づき、犯罪をした者等が、多様化が進む社会において孤立することなく、

再び社会を構成する一員となることができるよう、あらゆる者と共に歩む「誰一人取り残さな

い」社会の実現に向け、再犯の防止等に関する施策を総合的に推進します。 

 

① 就労・住居の確保など 

犯罪をした者等の社会復帰・再犯防止を実現する上で、就労の有無は再犯率にも影響

する重要な要素であり、刑務所に再び入所した者のうち約７割が再犯時に無職で、不安定

な就労が再犯リスクとなっていることが明らかになっています。（国計画より）。また、適当

な帰住先（刑事施設を出所後に住む場所）が確保されていない刑務所出所者の 2 年以内

再入率（出所年を含む 2 年間において刑務所に再入所する割合）が更生保護施設等へ入

所した仮釈放者に比べて約 2 倍高くなっている（「国計画」より）ことからも明らかなよう

に、適当な帰住先の確保及び就労は、安定した生活を送るための基盤であり、再犯の防止

等を推進する上で重要な要素の一つといえます。  

① 関係者・関係機関等との緊密な連携・協力と犯罪をした者等への切れ目の

ない支援 

 

 ② 犯罪被害者等の尊厳への配慮及び犯罪をした者等が自らの責任を自覚し

犯罪被害者の心情を理解することの重要性を踏まえた取組の実施  

 

③ 社会情勢等に応じた効果的な施策の実施  

 

④ 地域社会の理解と協力を進めるための普及・啓発  

 

⑤ 保護司など民間協力者の活動しやすい環境づくりへの支援  
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例：自立相談支援事業・就労支援事業・住居確保給付金事業  

  

 

＜参考＞  検挙人員における犯行時の職業別状況（少年除く）（法務省矯正局東京矯正管区提供）  単位 :

人  

 

 

 

② 保健医療・福祉サービスの利用の促進等  

刑法犯の検挙人員総数が減少している中で、65 歳以上の高齢者の構成比は 1993

年（平成 5 年）の 3.1％（9,314 人）から 2022 年（令和 4 年）には 23.1%（3 万

9,144 人）となり、検挙人員に占める高齢者の比率の上昇が進んでいます。さらに、65

歳以上の刑法犯検挙人員の約 7 割は窃盗で占められ、その多くは万引きで検挙されてい

ます（「令和 5 年版犯罪白書」より）。また、高齢者の 2 年以内再入率はほかの世代に比
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べて高く、また、知的障害のある受刑者については、一般に再犯に至るまでの期間が短い

ことなどが明らかとなっています（「国計画」より）。 

また、覚醒剤取締法違反の検挙人員は全国で減少傾向にあり、2022 年（令和 4 年）

は 6,289 人で、4 年連続で 1 万人を下回りました（「令和 5 年版犯罪白書」より）。しか

しながら、薬物事犯者の多くは犯罪をした者等であると同時に薬物依存者の患者である

場合が多く、更生に向けた支援のみならず、薬物依存症からの回復に向けた治療・支援を

行うことが求められます。3 市においても刑法犯検挙人員のうち覚醒剤取締法・麻薬等取

締法・大麻取締法の違反による検挙人員の割合は、2021 年（令和３年）時点で 13%と

少ないものの、検挙人員のうちの再犯者の割合は 80%を占めており、再犯を防止する上

で薬物依存者への支援が重要な要素となります。 

他にも高齢者、障害のある者、依存症（アルコール、薬物、ギャンブル等）を有する者等、

犯罪をした者等の中には保健医療、福祉サービスの利用が必要な者が多く、有機的な連

携のもと、機動的かつ続的な支援を行う必要があります。 

例：健康管理支援、生活困窮者自立支援事業、薬物乱用防止啓発  

 

③ 非行の防止・学校と連携した修学支援等  

非行を行う背景には、規範意識の低下、社会とのつながりの希薄化、家庭環境の変化、

貧困や虐待等の被害体験、集団的不良交友関係等様々な要因が複合的に生じているた

めと考えられます。非行を生まないためにも、青少年の規範意識の向上、社会とのつなが

りの強化、世帯の抱える生活課題への支援が求められています。また、全国の高等学校進

学率は 98.8%ですが、少年院入所者の 24.4%、入所受刑者の 33.8％が中学校卒業

後、高等学校に進学しておらず、また非行等が原因で高等学校を中退している者も少年

院入所者の 56.9%と多い状況です（国計画より）。非行の未然防止や青少年の健全育成

のため、また非行や犯罪に陥った少年が立ち直り地域社会の一員として社会復帰を果た

すために、学校・家庭・地域・関係機関等が連携して相談支援体制の充実や居場所づく

り、必要な修学支援等の取組を行うことが必要です。 

例：児童館事業、就学援助、小・中学生に対する更生保護講座、薬物乱用防止啓発、 

教育相談 

 

④民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の促進等  

各地域において、犯罪をした者等の指導・支援、犯罪予防活動等に当たる保護司や犯

罪をした者等の社会復帰を支援するための幅広い活動を行う更生保護女性会、その他多

くの民間ボランティアの方々が地道に活動しています。しかし、保護司の高齢化、民間ボラ

ンティアの減少、再犯防止に関する施策等が身近なものではない等の課題があり、引き続
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き支援を行っていく必要があります。 

例：NPO 法人、保護司会、更生保護女性会等の支援、社会を明るくする運動の推進  

 

⑤再犯防止のための連携体制の整備等  

  犯罪をした者等が地域社会の中で孤立することなく、自立した社会の構成員として安

定した生活を送るためには、刑事司法手続終了後も、国、地方公共団体、民間協力者等が

ぞれぞれの役割を果たしつつ、相互に連携して支援することで、犯罪をした者等が、地域

社会の一員として、地域のセーフティーネットの中に包摂され、地域社会に立ち戻っていく

ことが重要です。 

例：関係機関、保護司会等の連携会議設置    

 

（３）3 市共通で行う取組 

①再犯防止への市民の理解促進に向けた取組を共に進めるため、３市間の連携を強化して

いきます。 

➁犯罪をした者等が適切な行政情報を受けられるよう、３市協働で情報提供の充実に向け

た取組を進めます。 

③保護司会と３市で定期的な意見交換を行い、緊密に連携していきます。また、サポートセン

ターの管理・運営など保護司会活動への支援も保護観察所と共に充実に努めます。 

④各市における社会を明るくする運動の広報活動について、市と保護司会・更生保護女性

会の協働による取組を進めます。 


